
令和６年第４回別府市農業委員会総会議事録 

 

日  時  令和６年４月５日（金）午後 3時 00分    

場  所  別府市役所 農業委員会室 

招集者  別府市農業委員会  会長  久保 賢一 

次 第 

   日程第１議事   

報告第１号  

農地法第５条第１項の規定による許可申請の取消願いについて 

報告第２号 

農業委員会規程第９条の規定による専決事項の報告について 

（１） 農地法第３条の３の規定による届 

（２） 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届 

（３） 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届 

                  

 出席委員  

農業委員 7名              

1番  久保 賢一             2番   後藤 利夫 

3番  彌田 和好             4番   齊藤 孝一 

5番  久恒 美千代        6番   星野 賢一 

7番  小畑 義宏             ※ 番号は議席番号 

 

   農地利用最適化推進委員 6名 

   中部地区  佐藤 進蔵          亀川地区 恒松 はつみ 

朝日地区  伊藤 博文          東山２地区 大野 泰德 

浜脇地区  安部 憲次          内成地区  園田 喜久男 

   

 欠席委員 １名 

   農地利用最適化推進委員  

   東山１地区 大野 基 

                                         

 

 出席職員    

事務局長 岩男 涼子            局長補佐兼係長 中川 朋美 

主   査 吉岡 千紘   

 

                

 

 



 午後３時 00分 開会 

 

（事務局長） 

それでは、会議中のお願い事項がございます。総会の開催中は携帯をマナーモー

ドにするか電源をお切りくださるようお願いいたします。 

また、会議中は議案に上程いたしました案件について質疑等がございましたら、挙

手をしていただき議長の承認のうえご発言下さい。やむをえず離席する場合は、議長

に許可をもらってください。 

  それでは、只今より令和６年第４回別府市農業委員会総会を開催いたします。 

本日の総会の出席委員数が、過半数を超えていますので、総会会議規則第６条に

より本日の総会は成立いたしました。 

それでは、会長お願いいたします。 

 

（会  長） 

それでは皆さん、改めまして、こんにちは。 

４月３日の日本時間の午前９時ごろ、台湾で６度強の地震があり、多くの犠牲者が

出ております。亡くなった方々にご冥福を祈りたいと思います。 

また、３月には二つの地区で地域計画の策定が終わり、集落説明会、県外研修と、

大変お疲れさまでございました。 

事務局も異動で刷新され、新たな形での新年度となりました。今一層皆で力を合

わせて農業委員会を盛り上げていきたいと思います。 

また、本日は推進委員の皆さんに出席いただいておりますので、積極的なご発言

をお願いいたしたいと思います。 

 それでは、議事に入ります。 

 

（議  長） 

本日の総会は、総会会議規則第７条により、私が議長を務めさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

本日の総会議事録署名委員の選出について、私の方から指名いたしたいと思いま

すが、ご異議ございませんか。 

 

（各委員） 

異議なし。 

 

（議  長） 

ご異議がないようでありますので、６番委員、７番委員をご指名いたします。よろし

くお願いいたします。 

議案につきましては、事前に皆さんに送付しております。 

今月は審議がございませんので、基本的には事務局からの説明は省略いたします。 



報告第 1 号、「農地法５条第１項の規定による許可申請の取消願いについて」何か

ご質問等があれば、お受けいたします。 

 

（事務局） 

議長、補足説明させていただいてよろしいですか。この許可申請は、昨年の7月総

会にて駐車場用地として許可された件です。許可後、１１月には申請を取消したいと

連絡があり、数回にわたり早く取消願いを提出するよう伝えてきましたが、譲渡人、

譲受人双方の署名や許可書が必要なため書類をそろえるのに時間がかかり、先日よ

うやく取消願いが出されました。以上です。 

 

（議  長） 

ただいま事務局から補足説明がありましたが、ご質問等はありませんか。 

 

（委  員） 

特になし 

 

（議  長） 

特にご質問等もないようであります。 

続きまして報告第２号、「農業委員会規程第９条の規定による専決事項の報告につ

いて」、（１）農地法第３条の３の規定による届、番号１について、何かご質問等があれ

ば、お受けいたします。 

 

（各委員） 

特になし 

 

（議  長） 

特にご質問等もないようであります。 

続きまして（２）農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届、１番から３番ま

でについて、何かご質問等があれば、お受けいたします。 

 

（各委員） 

特になし 

 

（議  長） 

特にご質問等もないようであります。 

続きまして（３）農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届、１番について、

何かご質問等があれば、お受けいたします。 

 

 



（各委員） 

特になし 

 

（議  長） 

特にご質問等もないようであります。 

以上で、本日の議事日程は、すべて終了いたしました。 

続いて、その他についてです。事務局から説明をお願いいたします。 

 

  （事務局説明） 

 

（議  長） 

 では、いいでしょうか。他にご意見、ご質問等がなければ、以上をもちまして、全て終

了いたしますがいいでしょうか。いかがでしょうか。お疲れさまでした。これで全て終

了します。 

 

 午後 4時 46分 閉会 

 上記会議の顛末を録し、相違ないので、署名をする。 

 

 

    議  長 

                         会    長                    

 

 

    署名委員 

                         6番委員                     

 

 

     署名委員 

                          7番委員                    

 

 


